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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年９月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年１０月３日 ０５時４５分ごろ 

発生場所 鹿児島県鹿児島市神
かん

瀬
せ

東方 

神瀬灯台から真方位０７８°３００ｍ付近 

（概位 北緯３１°３４.０′ 東経１３０°３５.６′） 

事故調査の経過 平成２４年１０月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三宝
ほう

漁
りょう

丸、１９トン 

 ＭＺ２－３０１２８（漁船登録番号）、株式会社浜上水産 

 １９.３５ｍ（Lr）×４.６６ｍ×２.４２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、７３６kＷ、平成２３年３月３日 

 第２９２－４９５９６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３７歳          

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２４年４月１７日 

  免許証交付日 平成２４年４月１７日 

         （平成２９年４月１６日まで有効） 

機関員 男性 ５３歳          

 海技免許なし（機関部航海当直部員及び乙種甲板部航海当直部員の

認証受有） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船首船底部に擦過傷及び亀裂、船尾船底部に擦過傷及び塗膜剝離、プ

ロペラ翼に曲損 

 事故の経過 本船は、船長ほか９人が乗り組み、かつお一本釣り漁に必要な生き

餌を積み込むため、鹿児島県霧島市弁天島に向けて航行中、機関員

が、平成２４年１０月３日０５時００分ごろ、鹿児島市谷山東方沖に

おいて、漁労作業員１人と共に船橋当直に就き、当初は神瀬西方を航

行する予定針路線に沿って北北西進していたが、船首方に見える小型

船舶を避けるため、右転して北北東進した。 

機関員は、小型船舶を避けたのち、船位を確認せず、予定針路線へ

戻さずに北北東進を続けていたところ、０５時４５分ごろ神瀬東方の
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浅所に乗り揚げた。 

船長は、大きな音で目が覚めて操舵室に入り、機関を停止し、乗組

員に救命胴衣を着用させてから浸水の有無を調査させ、浸水がないこ

とを確認したのち、海上保安庁へ事故の連絡を行った。 

本船は、満潮が近づいた同日０８時３０分ごろ自力離礁し、自走し

て鹿児島市鹿児島港新港区に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮高 約１７１cm（鹿児

島港） 

日出時刻：０６時１２分（鹿児島港） 

 その他の事項 

 

本船の喫水は、船首約１.０ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

本船は、月平均２～３回事故現場付近の海域を航行していた。 

本船には、インドネシア共和国籍の漁労作業員（技能実習生）３人

が乗船し、そのうちの１人が本事故発生時に機関員と立直していた

が、日本語で意思疎通できた。 

船長は、漁労長を兼務し、予定針路線の海図への記入やＧＰＳプロ

ッターへの入力を行って航海計画を策定するとともに、船の運航時に

危険を感じたり、不安に思ったりした際は、船長に連絡するよう、乗

組員に指示していた。 

機関員は、漁船員として約３０年間就業しており、本船には平成２

４年７月から乗船していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、神瀬南方を予定針路線に沿って北北西進中、船橋当直の機

関員が、船首方に見えた小型船舶を右転して避けたのち、予定針路線

へ戻さずに北北東進し、船位を確認しなかったことから、神瀬東方の

浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、神瀬南方を予定針路線に沿って北北西進中、船

橋当直の機関員が、船首方に見えた小型船舶を右転して避けたのち、

予定針路線へ戻さずに北北東進し、船位を確認しなかったため、神瀬

東方の浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 船長は、本事故ののち、乗組員の能力を考慮して船橋当直を再編成

した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・予定針路線を離れて他船を避けた場合、速やかに船位を確認し、

早期に予定針路線に戻ること。 

・船橋当直者は、運航に不安を感じた場合は、速やかに船長へ連絡
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すること。 

 


